
 

城東台学区愛育委員会規約 

 

（名称及び事務局） 

第１条 この会は城東台学区愛育委員会と称し、この会の事務局を会長宅に置く。 

 

（組織及び委員） 

第２条 この会の事務局を会長宅に置く。この会は、城東台西町内会、城東台東町内会、城東台南

町内会及び城東台学区連合町内会から選出された愛育役員を委員として組織する。尚、選出委員数

は城東台西町内会３名、城東台東町内会３名、城東台南町内会３名、城東台学区連合町内会１名の

計１０名とする。 

 

（目的） 

第３条 この会は、地区内住民の保健衛生向上と衛生知識の徹底、その他社会福祉の向上を図るこ

とを目的とする。 

 

（活動） 

第４条 この会の目的を達成するために次のことを行う。 

（１）委員の研修に関すること。 

（２）母子衛生の向上に関すること。 

（３）結核予防に関すること。 

（４）生活習慣病予防に関すること。 

（５）その他 本会の目的達成に関すること。 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は原則２年とする。ただし再任は妨げない。 

 

（役員） 

第６条 この会に次の下記の役員を置く。役員は委員の中から互選する。 

（１）会長 １名 （２）副会長 ３名以内 （３）理事 ５名以内 

（４）会計 １名 （５）監査 １名  

 

（職務） 

第７条（１）会長は、この会を代表し会務を統括するとともに会議の議長となる。 

（２）副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は会長の職務を代行する。 

（３）理事は、会長・他役員の補佐をする。 

（４）会計は、会計事務に従事する。 

（５）監査は、会計監査のほか、会長、副会長及びその他役員の執行状況を監査する。 

 

（会議） 

第８条 会議は、役員会とし、会長が必要と認めたとき及び、役員委員の２分の１以上から召集の

申し出があったときに開催する。 

 

（議決） 



 

第９条 会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

 

（会計年度） 

第 10条 この会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（規約の変更） 

第 11条 この規約は、委員会の３分の２以上の議決を得なければ、変更することはできない。 

 

付則 

この規約は平成２３年４月１５日から施行する。 

この規約は令和３年４月９日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


